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《北京便り》
中国特許出願の奨励制度

　この度は、皆さんに中国特許（※）出願の奨
励制度について、簡単にご紹介したいと思い
ます。
　中国は、国を挙げて特許出願を推進してお
り、国や行政が行う助成制度以外に、特許奨
励制度があります。特許奨励賞の選出および
授与は毎年一度行われ、これまでに14回を数
えました。今年で15回目を迎えます。
　2011年の例で言うと、発明金賞15件、意匠
金賞５件、発明優秀賞178件、意匠優秀賞35
件の計233件が表彰されました。同年４月29
日、中国知識産権局が募集を開始し、締切日

（６月17日）までの２ヶ月弱で、応募総数は
697件となりました。分類の内訳は、発明517
件、実用新案70件、意匠110件。推薦機関に
拠る内訳は、各地方の知識産権局379件、国
務院所属の中央官庁164件、中国科学院・中
国工程院（ともに、国務院直属の最高研究機
関）70件、各業界協会84件となりました。ま
ず、予備審査が行われ、上記697件のうち585
件が通過し、７月15日に公告されました。公

告された特許について、７月29日までに異議
申し立てがなかった、または異議申し立てが
成立しなかった特許は、次のステップへと進
みます。選出作業は「経済的、社会的効果お
よび市場成長の見通し」という観点からの評
価となります。
　中国の特許奨励は、以下の要領で行われま
す。
●特許奨励への応募条件
　中国知識産権局が特許査定した特許案件で
あり、且つ以下の条件を満たす必要がある。
・前年12月31日前（当日特許公告されたもの

を含む）に査定された発明、実用新案、意
匠。ただし、防衛関連の特許、秘密特許は
含まない。

・特許権が安定していること、技術またはデ
ザインがハイレベルであり、既に良好な経
済効果を生み出している、または社会貢献
しているもの。

・過去に表彰されていないもの。
・特許権の帰属が明確であり、法的紛争がな

いもの。
・いずれの特許権者も奨励制度応募に同意し

ているもの。
●必要書類
・推薦機関による推薦書
・書面による応募申込書（特許証の写し、勝

訴判決書の写し、またはその他証明書類）
・カラー写真の電子データと当該特許の製

品、模型、図面または写真など
●注意事項
・１特許案件につき、１件の応募とする。
・実用新案および意匠については、必要書類
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に調査報告書を添付すること。添付できな
い場合は、応募を認めない。

・意匠については、毎年メイン分野が定めら
れる。

　（ちなみに、2011年の場合は、家電、通信
関連製品と部品、交通、照明、日用品、レ
ジャー用品、機械、工具などでした）
●評価基準

（発明、実用新案）
・新規性・進歩性に優れ、高い技術レベルで

あること。
・発明に関しては、当該分野において、技術

課題解決のキーポイントが含まれており、
重要な技術課題への貢献度が高いものであ
ること。当該分野の技術進歩と産業構造改
善に影響をもらたすであろうもの。

・実用新案に関しては、当該分野において、
技術革新および次世代製品への貢献度が高
いものであること。当該業界の技術成長を
促すものであること。

・当該製品市場の次世代化競争力を高め、突
出した経済的効果または社会的利益をもた
らし、将来性を持つもの。

・権利の運用と保護措置に対して、権利者・
実施権者が積極的であり、顕著な効果をあ
げていること。

（意匠）
・形状、図案、色彩における独自性を持ち、

当該製品市場において、突出したデザイン
性を持つこと。

・デザイン理念がきちんと表現されているこ
と。製品の安全性、優れた実用性、環境保
全への配慮、健康的なライフスタイルの提
案などを特長とすること。

・当該製品市場の次世代化競争力を高め、突
出した経済的効果または社会的利益をもた
らすであろうこと。

・権利の運用と保護措置に対して、意匠権者
が積極的であり、顕著な効果をあげている
こと。

　上記評価基準をもとに選出を行うと、中国
知識産権局は優秀特許の発明者（考案者、創
作者）に奨励賞の賞状を、特許権者にはメダ
ルを授与します。特許権者は、当該製品に奨
励賞の名称、授与年月日を明記することがで
きます。
　万が一、奨励賞が授与された特許の応募書
類に不正が見つかった場合、評価事務局に
よって奨励賞の取り消しが言い渡され、賞状
およびメダルは回収されることになります。
それが法的責任に及ぶものであった場合、法
的措置が採られます。
　中国知識産権局は、継続して、特許奨励賞
が企業へ与える影響力を追跡調査していま
す。そして、市場競争力を高めていること、
特許の実用化や研究開発を促進しているこ
と、企業の自主開発能力および知的財産の管
理が強化されていること、優秀な人材が確保
されていることなど、あらゆる面で顕著な成
果をあげていることが分かっています。ま
た、中国知識産権局が行った調査によると、
奨励賞が授与された企業の98％が発明者（考
案者、創作者）に対して奨励金を与えている
こと、83％が特許管理部門を設けているこ
と、90％が特許研修を行っていることなどが
明らかになっており、中国企業の知財戦略の
取り組みが見えてきています。
　（※：本章でいう「特許」とは、発明、実
用新案、意匠をさします。）
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